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す い た 市 議 会 だ よ り

常
任
委
員
会
の
審
査
か
ら

　
各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
主

な
議
案
に
つ
い
て
、
審
査
し
た
内
容

の
一
部
（
主
な
質
疑
項
目
、
意
見
の

概
要
）
を
お
伝
え
し
ま
す
。
な
お
、

継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て
は
、
質
疑

の
あ
っ
た
定
例
会
の
み
、
質
疑
項
目

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

財

政

総

務

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
条
例

�

（
全
員
反
対
で
不
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
12
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

任
期
付
職
員
の
活
用
方
針
を
変
更
す
る

可
能
性

○ 

任
期
付
職
員
制
度
で
優
秀
な
人
材
を
確

保
で
き
る
可
能
性

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

正
規
職
員
３
年
間
採
用
停
止
以
外
の
任

期
付
職
員
の
採
用
理
由

○ 

任
期
付
職
員
の
具
体
的
な
活
用
計
画

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

特
定
任
期
付
職
員
が
担
う
役
割
と
権
限

○ 

任
期
付
職
員
活
用
計
画
の
策
定
時
期

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
関
連
条

文
が
あ
る
限
り
賛
成
で
き
な
い
。

　

２　
規
定
整
備
や
影
響
等
の
検
証
が
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
賛
成
で
き
な
い
。

　
３　
市
長
の
新
規
採
用
凍
結
の
方
針
を

改
め
る
よ
う
強
く
求
め
、
反
対
す
る
。

　

４　

新
規
採

用
３
年
間
凍
結

の
穴
埋
め
を
雇

用
さ
れ
る
側
に

求
め
る
本
案
に

賛
成
で
き
な
い
。

　

５　

任
期
付

職
員
の
採
用
予

定
や
職
員
体
制

の
精
査
が
で
き
て
お
ら
ず
、
制
定
根
拠
が

明
確
で
な
い
た
め
、
反
対
す
る
。

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
給
料
の

特
例
条
例�

（
全
員
反
対
で
不
承
認
）

長
期
継
続
契
約
条
例
�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

運
用
基
準
等
の
作
成
時
期
及
び
契
約
金

額
上
の
メ
リ
ッ
ト

○ 

適
用
上
限
額
を
定
め
る
必
要
性

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

締
結
先
の
慎
重
な
選
定
及
び
履
行
確
認

○ 

導
入
に
よ
り
効
率
化
さ
れ
る
事
項

　
︿
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
契
約
に
係
る
事
務
の
是
正
と
答
弁

の
有
言
実
行
を
前
提
に
賛
成
す
る
。

　

２　

一
定
の
工
夫
に
よ
り
議
会
の

チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
効
果
が

見
込
め
る
た
め
、
賛
成
す
る
。

　
３　
契
約
締
結
限
度
額
を
条
文
に
明
示

す
る
改
正
を
要
望
し
、
賛
成
す
る
。

　
４　
運
用
指
針
に
基
づ
い
た
適
切
な
運

用
を
求
め
、
賛
成
す
る
。

特
別
職
の
給
与
条
例
等
の
一
部
改
正

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○ 

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
委
員
の
選
出
基

準
及
び
諮
問
し
た
理
由
と
必
要
性

○ 

同
審
議
会
か
ら
の
答
申
の
妥
当
性

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
今
回
は
同
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま

え
た
提
案
で
あ
り
、
賛
成
す
る
。

　

２　
市
民
が
正
し
く
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
削
減
は
率
で
は
な
く
金
額
で
公
表
、

公
開
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
今
後
、
十
分
な
審
議
が
で
き
る
審

議
会
の
開
催
を
求
め
る
。

　

２　
市
民
負
担
を
強
い
る
中
で
の
特
別

職
退
職
金
支
給
は
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。

　
３　
同
審
議
会
は
実
態
把
握
が
不
十
分

で
、
退
職
金
等
の
議
論
も
理
解
し
難
い
。

副
市
長
等
の
給
料
及
び
期
末
手
当
の

特
例
条
例
及
び
退
職
手
当
の
特
例

条
例
の
一
部
改
正�（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
質
疑
項
目
﹀

○ 

市
民
に
分
か
り
や
す
く
全
体
像
を
示
し

た
上
で
の
明
確
な
説
明
の
必
要
性

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
次
回
の
報
酬
等
審
議
会
の
開
催
ま
で
に

市
民
に
状
況
等
を
周
知
し
、
理
解
を
得
て

進
め
る
こ
と
を
強
く
求
め
、
賛
成
す
る
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
議
会
の
議
決
を
ほ
ご
に
す
る
よ
う
な
提

案
に
は
到
底
賛
成
で
き
な
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
中

所
管
分�

（
賛
成
少
数
で
不
承
認
）

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
市
民
負
担
を
求
め
る
使
用
料
値
上
げ
を

含
む
た
め
、
賛
成
で
き
な
い
。

※
な
お
、
審
査
過
程
で
理
事
者
か
ら
、
一

般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
条
例
等
が
不

承
認
と
な
っ
た
こ
と
及
び
使
用
料
の
改
正

条
例
等
が
継
続
審
査
と
な
っ
た
こ
と
に
伴

い
、
関
係
予
算
の
修
正
の
申
出
が
あ
り
、

委
員
会
は
こ
れ
を
承
認
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
中

所
管
分�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
議
決
内
容
を
無
視
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
い
が
、
他
の
予
算
も
含
ま
れ
る

た
め
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

２　
歳
入
に
他
の
委
員
会
所
管
分
に
係

る
予
算
が
あ
る
た
め
、
賛
成
す
る
。

※
な
お
、
審
査
過
程
で
理
事
者
か
ら
、
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
の
修
正
案

が
承
認
さ
れ
た
こ
と
及
び
福
祉
環
境
委
員

会
に
お
い
て
老
人
医
療
費
助
成
を
継
続
す

る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
追
加
す
る
修
正

案
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
予

窓口で対応する市職員

定
例
会
の
概
要

各
会
派
の
質
問

要
望
・
陳
情

意

見

書
常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

議
決
結
果
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算
の
修
正
の
申
出
が
あ
り
、
委
員
会
は
こ

れ
を
承
認
し
ま
し
た
。

文

教

産

業

市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

�
（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

自
治
会
使
用
を
免
除
対
象
と
し
な
い
減

免
基
準
統
一
化
案
の
妥
当
性

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

地
域
と
の
施
設
設
置
当
初
の
取
り
決
め

の
継
続
実
施

○ 

同
統
一
化
案
に
お
い
て
各
事
由
に
よ
り

減
免
割
合
を
柔
軟
に
設
定
す
る
必
要
性

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
減
免
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
。
統
一
化

さ
れ
た
基
準
を
早
期
に
策
定
さ
れ
た
い
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
施
設
使
用
料
の
大
幅
値
上
げ
や
不
十
分

な
減
免
基
準
の
見
直
し
は
認
め
ら
れ
な
い
。

市
立
幼
稚
園
保
育
料
条
例
の
一
部

改
正�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

保
育
料
の
値
上
げ
を
行
う
前
に
、
運
営

経
費
等
の
削
減
に
取
り
組
む
必
要
性

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
市
民
負
担
を
優
先
さ
せ
ず
、
市
民

満
足
度
を
高
め
る
方
策
を
示
さ
れ
た
い
。

　

２　
今
後
、
明
確
な
目
標
を
定
め
、
効

率
的
運
営
で
市
民
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と

で
、入
園
者
が
増
え
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
保
護
者
の
経
済
状
況
を
考
慮
し
な
い
一

方
的
な
値
上
げ
で
あ
り
、認
め
ら
れ
な
い
。

私
立
幼
稚
園
在
籍
園
児
保
護
者

補
助
金
交
付
条
例
の
一
部
改
正

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

市
立
幼
稚
園
保
育
料
条
例
の
一
部
改
正

案
の
施
行
日
と
、
本
条
例
案
の
施
行
日

を
合
わ
せ
る
必
要
性

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

関
係
団
体
や
保
護
者
の
意
見
を
酌
み
、

補
助
金
減
額
を
見
直
す
必
要
性

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
１　
制
度
見
直
し
が
ま
だ
ま
だ
不
十
分

で
あ
り
、
賛
成
で
き
な
い
。

　

２　
約
４
８
０
０
万
円
も
の
補
助
金
削

減
は
、
財
政
非
常
事
態
の
し
わ
寄
せ
の
象

徴
で
あ
り
、
納
得
で
き
な
い
。

市
民
プ
ー
ル
、武
道
館
、総
合
運
動
場

及
び
ス
ポ
ー
ツ
グ
ラ
ウ
ン
ド
条
例
の

一
部
改
正�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

減
免
基
準
統
一
化
案
の
実
施
に
よ
る
高

齢
者
や
障
が
い
者
の
利
用
へ
の
影
響

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

市
民
が
市
外
利
用
者
よ
り
優
先
的
に
利

用
で
き
る
方
策
の
検
討

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
使
用
料
改
定
後
に
利
用
者
が
減
少
す
る

事
態
に
な
れ
ば
、
使
用
料
や
減
免
基
準
を

直
ち
に
見
直
さ
れ
た
い
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
減
免
基
準
の
見
直
し
は
、
高
齢
者
や
障

が
い
者
の
社
会
的
活
動
等
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
の
は
明
白
で
あ
り
、認
め
ら
れ
な
い
。

市
民
体
育
館
条
例
の
一
部
改
正

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

指
定
管
理
者
制
度
移
行
に
よ
る
コ
ス
ト

削
減
見
込
み

※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

同
制
度
移
行
後
の
体
育
指
導
員
の
職
務

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
民
間
委
託
に
よ
り
、
地
域
の
ス
ポ
ー
ツ

拠
点
と
し
て
の
役
割
が
低
下
す
る
の
は
明

白
で
あ
り
、
反
対
す
る
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
中

所
管
分�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
各
ス
ポ
ー
ツ
施
設
等
の
使
用
料
値
上
げ

の
関
連
予
算
で
あ
り
、
賛
成
で
き
な
い
。

※
な
お
、
審
査
過
程
で
理
事
者
か
ら
、
使

用
料
の
改
正
条
例
３
件
が
継
続
審
査
と
な

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
係
予
算
の
修
正
の

申
出
が
あ
り
、
委
員
会
は
こ
れ
を
承
認
し

ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
中

所
管
分�

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○ 

千
一
地
区
公
民
館
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施

設
と
の
合
築
に
お
け
る
柔
軟
な
設
計

　
︿
意
見
の
概
要
﹀

　
既
に
議
決
し
た
も
の
を
覆
す
議
案
が
上

程
さ
れ
る
の
は
理
解
で
き
な
い
が
、
他
所

管
分
と
の
関
連
も
あ
る
た
め
、賛
成
す
る
。

福

祉

環

境

老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正

�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

他
の
制
度
変
更
に
よ
る
負
担
増
も
考
慮

し
た
、
負
担
軽
減
策
の
必
要
性

○ 

大
阪
府
の
補
助
金
廃
止
時
に
は
制
度
継

続
し
、
今
に
な
っ
て
廃
止
す
る
理
由

使用料が値上げとなる体育館
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※
５
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

国
が
予
算
措
置
を
継
続
す
る
中
で
、
性

急
に
制
度
改
定
す
る
こ
と
の
是
非

○ 
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
よ
う
現
制
度

を
一
定
期
間
継
続
す
る
必
要
性

※
な
お
、
審
査
過
程
で
理
事
者
か
ら
、
施

行
日
を「
平
成
24
年
８
月
１
日
」か
ら「
平

成
25
年
８
月
１
日
」
に
変
更
す
る
原
案
修

正
の
申
出
が
あ
り
、
委
員
会
は
こ
れ
を
承

認
し
ま
し
た
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
施
行
日
は
延
長
さ
れ
た
が
、
負
担
増
は

変
わ
ら
な
い
た
め
、
賛
成
で
き
な
い
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
中

所
管
分�

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

　
︿
主
な
質
疑
項
目
﹀

○ 

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
の
事
業
者
負

担
が
産
業
活
性
化
を
阻
害
す
る
懸
念

○ 

同
対
策
へ
の
本
市
独
自
の
目
標
設
定

○ 

生
活
介
護
事
業
の
市
に
よ
る
運
営
継
続

の
必
要
性
及
び
株
式
会
社
を
委
託
選
考

対
象
者
と
す
る
こ
と
の
是
非

○ 

が
ん
検
診
自
己
負
担
金
増
加
に
よ
る
受

診
率
低
下
の
防
止
策

※
な
お
、
審
査
過
程
で
理
事
者
か
ら
、
老

人
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正
条
例
が

一
部
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
関
連
予

算
の
増
額
修
正
の
申
出
が
あ
り
、
委
員
会

は
こ
れ
を
承
認
し
ま
し
た
。

　
︿
賛
成
意
見
の
概
要
﹀

　
が
ん
検
診
自
己
負
担
金
の
値
上
げ
時
期

を
見
直
す
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
命
に
関
わ
る
生
活
介
護
事
業
の
安
易
な

民
間
委
託
は
認
め
ら
れ
な
い
。

病
院
事
業
会
計
補
正
予
算

�

（
賛
成
少
数
で
不
承
認
）

　
︿
反
対
意
見
の
概
要
﹀

　
特
別
職
の
退
職
金
復
活
は
市
民
理
解
を

得
ら
れ
な
い
た
め
、
賛
成
で
き
な
い
。

建

設

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

�

（
賛
成
少
数
で
不
承
認
）

　
︿
質
疑
項
目
﹀

※
３
月
定
例
会
で
の
審
査
分

○ 

技
術
継
承
や
災
害
等
へ
対
応
す
る
た
め

の
正
職
員
の
適
正
な
配
置
の
必
要
性

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

�

（
賛
成
少
数
で
不
承
認
）

特
別
委
員
会
の
報
告
か
ら

　
各
特
別
委
員
会
の
平
成
23
年
（
２

０
１
１
年
）
度
の
活
動
経
過
が
委
員

長
か
ら
本
会
議
で
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
内
容
の
一
部
を
お
伝
え
し
ま
す
。

吹
田
操
車
場
等
跡
利
用
対
策

　
本
委
員
会
は
、
旧
国
鉄
吹
田
操
車
場
跡

地
等
の
利
用
に
関
し
て
、
本
市
の
ま
ち
づ

く
り
に
沿
っ
た
利
用
計
画
を
実
現
す
る
た

め
の
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
昨
年
６
月
22
日
の
委
員
会
で
は
、
国
立

循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
の
移
転
決
定
時

期
及
び
本
市
の
吹
田
操
車
場
跡
地
へ
の
誘

致
に
向
け
た
期
限
設
定
の
必
要
性
に
つ
い

て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
移
転
時
期

は
、
内
部
で
お
お
む
ね
決
定
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
市

と
し
て
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
工
事
工

程
か
ら
、
平
成
23
年
（
２
０
１
１
年
）
秋

が
リ
ミ
ッ
ト
と
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　
昨
年
11
月
17
日
の
委
員
会
で
は
、
吹
田

貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
（
仮
称
）
建
設
工
事

に
伴
う
振
動
測
定
器
の
増
設
に
つ
い
て
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
振
動
測
定
器
増
設
は
想
定

し
て
い
な
か
っ
た
が
、
事
業
者
を
厳
し
く

指
導
し
、
必
要
性
の
説
明
を
求
め
た
い
。

ま
た
、
大
き
な
揺
れ
が
予
測
さ
れ
る
場
合

に
は
測
定
器
設
置
を
指
導
し
て
い
る
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
17
日
の
委
員
会
で
は
、
地
下

道
を
含
む
区
画
街
路
７
号
線
廃
止
の
報
告

を
今
行
う
理
由
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま

し
た
。

　
市
か
ら
は
、
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン

タ
ー
の
移
転
候
補
地
は
、
区
画
街
路
７
号

線
の
あ
る
用
地
が
適
当
で
あ
り
、
建
設
す

る
施
設
の
構
造
上
、
地
下
道
の
存
続
は
困

難
で
あ
る
。
移
転
表
明
に
合
わ
せ
て
、
議

会
に
説
明
を
し
た
上
で
、
地
元
に
詳
し
い

説
明
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。
移
転
表
明

は
ま
だ
で
あ
る
が
、
市
で
は
土
地
区
画
整

理
事
業
を
進
め
て
お
り
、
事
業
計
画
の
変

更
手
続
に
は
相
当
な
期
間
を
要
す
る
た

め
、
平
成
26
年
度
の
工
事
着
手
の
工
程
か

ら
逆
算
す
れ
ば
、
地
元
や
議
会
の
理
解
を

得
る
の
は
、
今
が
最
終
の
時
期
で
あ
る
と

判
断
し
た
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

総合福祉会館

JR 岸辺駅北交通広場と南北自由通路

定
例
会
の
概
要

各
会
派
の
質
問

要
望
・
陳
情

意

見

書
常
任
委
員
会

特
別
委
員
会

議
決
結
果
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都
市
環
境
防
災
対
策

　
本
委
員
会
は
、
市
民
の
生
活
環
境
の
保

全
と
交
通
の
利
便
向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の
対

策
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
素
案
を
作
成
す

る
と
と
も
に
、
防
災
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
を
全

面
改
訂
し
ま
し
た
。
ま
た
、
被
災
者
に
対

す
る
食
料
等
物
資
の
供
給
や
津
波
災
害
ま

た
は
水
害
時
に
お
け
る
緊
急
一
時
避
難
施

設
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
協
定
を
締
結

し
ま
し
た
。

　
環
境
に
関
す
る
計
画
の
推
進
に
つ
い
て

は
、
第
２
次
環
境
基
本
計
画
に
掲
げ
た
、

ご
み
減
量
目
標
値
の
実
現
、
地
球
温
暖
化

防
止
対
策
の
強
化
等
に
向
け
、
一
般
廃
棄

物
処
理
基
本
計
画
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

　
ア
ス
ベ
ス
ト
飛
散
防
止
に
関
す
る
モ
デ

ル
事
業
に
つ
い
て
は
、
昨
年
10
月
３
日
か

ら
本
年
２
月
24
日
ま
で
の
間
、
市
内
の
す

べ
て
の
解
体
工
事
等
の
現
場
１
２
０
件
に

立
ち
入
り
調
査
を
行
い
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の

使
用
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
工
事
未
着
工

の
現
場
３
件
で
そ
の
使
用
が
判
明
し
、
除

去
等
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
導

し
ま
し
た
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
特
定
経
路
の
整
備
に
つ

い
て
は
、
Ｊ
Ｒ
吹
田
駅
南
側
駅
前
広
場
に

お
い
て
、
平
成
18
年
（
２
０
０
６
年
）
度

か
ら
段
階
的
に
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た

が
、
本
年
３
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

　
建
築
物
等
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
は
、

市
有
建
築
物
の
耐
震
診
断
、
耐
震
補
強
設

計
、
耐
震
補
強
工
事
を
実
施
し
、
民
間
建

築
物
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
費
用
の
助

成
を
行
い
ま
し
た
。

市
民
病
院
の
在
り
方
検
討

　

本
委
員
会
は
、
老
朽
化
す
る
市
民
病
院

の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

　
本
年
２
月
17
日
の
委
員
会
で
は
、
政
策

決
定
後
に
経
営
形
態
検
討
委
員
会
を
設
置

す
る
理
由
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の

移
行
準
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
の
妥
当
性
に

つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

市
か
ら
は
、
本
年
２
月
８
日
の
政
策
会

議
で
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
か
ら

地
方
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
を
決
定
し

た
が
、
そ
の
他
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
、

本
市
以
外
の
立
場
で
の
検
討
を
行
っ
て
も

ら
う
た
め
、
同
委
員
会
を
設
置
し
た
。
移

行
に
係
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案
は
、
他
の
自

治
体
病
院
の
事
例
を
参
考
に
し
て
い
る

が
、
議
会
の
議
決
を
要
す
る
定
款
の
策
定

か
ら
起
算
す
る
と
、
法
人
設
立
ま
で
に
最

短
で
も
１
年
半
を
要
す
る
と
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
本
年
12
月
定
例
会
で
定
款
策

定
の
議
決
を
得
て
、
大
阪
府
の
認
可
を
受

け
て
い
き
た
い
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
年
４
月
12
日
の
委
員
会
で
は
、
国
立

循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
移
転
の
進
ち
ょ

く
状
況
及
び
公
的
病
院
の
役
割
を
果
た
す

た
め
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。

　
市
か
ら
は
、
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン

タ
ー
の
建
替
整
備
構
想
検
討
委
員
会
で

は
、
移
転
に
関
す
る
意
見
調
整
が
整
っ
て

い
な
い
が
、
患
者
の
利
便
性
や
研
究
施
設

の
併
設
等
を
考
慮
す
る
と
、
誘
致
を
表
明

す
る
他
の
自
治
体
と
比
較
し
て
も
、
吹
田

操
車
場
跡
地
に
地
勢
的
な
問
題
は
な
く
、

市
と
し
て
同
跡
地
へ
の
受
け
入
れ
準
備
を

着
々
と
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
公
的
病
院
の
役
割
と
し
て
は
、
市
内

の
救
急
医
療
の
４
割
以
上
の
件
数
を
受
け

入
れ
て
い
る
。
市
の
福
祉
医
療
行
政
と
し

て
の
取
り
組
み
に
も
協
力
し
て
い
き
た
い

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

議

会

改

革

　
本
委
員
会
は
、
議
会
運
営
委
員
会
で
決

定
す
る
検
討
事
項
の
う
ち
、
議
会
改
革
に

関
す
る
事
項
及
び
特
別
委
員
会
で
独
自
に

決
定
す
る
事
項
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的

に
、
昨
年
７
月
定
例
会
に
お
い
て
新
た
に

設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
委
員
会
に
お
い
て
検
討
し
た
事
項
の

う
ち
、
本
会
議
に
お
け
る
代
表
質
問
、
質

問
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
会
派
の
発
言

時
間
は
、代
表
質
問
、質
問
を
合
わ
せ
て
、

会
派
構
成
人
数
掛
け
る
20
分
と
し
、
代
表

質
問
は
60
分
以
内
、
質
問
は
一
人
20
分
以

内
と
す
る
。
代
表
質
問
で
使
用
し
な
か
っ

た
時
間
は
質
問
の
時
間
に
充
て
る
こ
と
が

で
き
る
。
代
表
質
問
を
行
う
か
ど
う
か
は

そ
の
都
度
、
そ
の
会
派
が
判
断
す
る
。
ま

た
、
質
問
は
人
数
制
限
な
し
と
す
る
。
こ

れ
ら
の
質
問
方
法
の
見
直
し
は
、
本
年
３

月
定
例
会
か
ら
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
本
会
議
に
お
け
る
対
面
形
式
の
質
問
の

導
入
に
つ
い
て
及
び
一
問
一
答
方
式
の
質

問
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
本
年
９
月
定
例

会
か
ら
試
行
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

本
会
議
録
・
委
員
会
記
録
公
開
の
ス

ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
本
年
５
月

定
例
会
分
か
ら
初
校
の
本
会
議
録
を
本
会

議
閉
会
後
、
約
20
日
以
内
に
市
議
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
会
議
録
速
報
版
と
し
て
掲
載

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
議
員
報
酬
、
政
務
調
査
費
、
議
員
定
数

に
つ
い
て
な
ど
、
そ
の
他
の
検
討
事
項
は

継
続
し
て
検
討
す
る
た
め
、
役
員
改
選
後

の
本
委
員
会
へ
の
引
き
継
ぎ
事
項
と
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

バリアフリー化が完了した JR 吹田駅前広場


